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議
案
第
41
号

松
前
町
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

問　

通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ

れ
た
場
合
、
個
人
番
号
を
確

認
す
る
手
段
は
あ
る
の
か
。

藤
岡
委
員

答　

通
知
カ
ー
ド
は
住
所
氏

名
等
が
変
更
な
け
れ
ば
、

今
後
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

証
す
る
書
類
と
し
て
使
用

可
能
。
変
更
の
場
合
は

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
が
改
正

さ
れ
、
通
知
カ
ー
ド
が
廃

止
さ
れ
た
た
め
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

委員会ニュース

議
案
第
39
号

松
前
町
職
員
倫
理
条
例

問　

第
８
条
第
１
項
に
「
常

に
公
正
な
職
務
の
執
行
と

透
明
性
の
確
保
に
留
意
す

る
も
の
と
し
」
と
あ
る

が
、
透
明
性
の
確
保
と
は

具
体
的
に
ど
う
い
う
形
で

す
る
こ
と
を
い
う
の
か
。

影
岡
委
員

答　

条
例
で
は
透
明
性
の
確

保
に
留
意
す
る
、
と
い
う
規

定
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受

け
、
公
共
工
事
等
発
注
担
当

者
の
訓
令
、
守
る
べ
き
ル
ー

ル
を
今
作
成
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
透
明
性
の
確
保
を
担

保
と
し
て
、
例
え
ば
き
ち
ん

と
公
表
す
る
、
覆
い
隠
さ
な

い
オ
ー
プ
ン
な
方
法
を
規
定

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

問　

具
体
的
な
項
目
を
現
在

作
成
中
と
の
こ
と
だ
が
、

改
め
て
議
会
に
説
明
が

あ
る
の
か
。

影
岡
委
員

答　
現
在
、
財
政
課
が
作
成

し
て
い
る
。
条
例
で
は
な

い
た
め
、
委
員
会
で
審
議

し
て
い
た
だ
く
場
が
な
い

こ
と
か
ら
、
出
来
上
が
っ

た
際
に
は
説
明
す
る
場
を

設
け
、
提
示
し
た
い
と

思
う
。

問　

第
３
条
の
倫
理
原
則
、

第
４
条
の
禁
止
行
為
、
第

６
条
の
利
害
関
係
者
以
外

の
者
等
と
の
間
に
お
け
る

禁
止
行
為
、
こ
れ
ら
が
守

れ
て
い
れ
ば
、
倫
理
条
例

の
性
質
上
、
第
８
条
は
不

要
だ
と
考
え
る
。

　
　

入
札
な
ど
の
規
則
、

ル
ー
ル
を
作
れ
ば
い
い
だ

け
で
、
そ
れ
を
同
時
に
出

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
条

例
は
こ
う
で
、
そ
の
中
で

も
工
事
発
注
者
に
関
し
て

は
こ
の
よ
う
な
規
程
を
作

り
ま
し
た
と
、
同
時
に
出

さ
な
け
れ
ば
審
議
は
で
き

な
い
と
思
う
が
考
え
は
。

曽
我
部
議
員

答　

町
と
し
て
は
条
例
と
い

う
大
き
な
幹
を
作
り
、
そ

れ
に
基
づ
く
細
か
な
ル
ー

ル
を
枝
葉
と
し
て
作
成
し

た
い
と
考
え
て
い
た
。

　
　

特
に
こ
の
条
例
は
内
容

が
訓
示
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
包
括
的
な
広

い
範
囲
を
対
象
と
し
、
運

用
に
つ
い
て
は
倫
理
原
則

に
基
づ
い
て
や
っ
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
る
。

　
　

あ
え
て
８
条
を
入
れ
た

の
は
、
我
々
の
置
か
れ
た

立
場
を
も
う
一
度
考
え
、

特
に
公
共
工
事
発
注
担
当

者
の
責
務
に
つ
い
て
は
、

条
例
に
紐
づ
け
て
、
表
に

出
し
、
位
置
づ
け
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
、
規
定
し

た
も
の
で
あ
る
。

問　

条
例
と
い
う
幹
は
で
き

た
。
付
帯
す
る
枝
葉
を
こ

れ
か
ら
作
る
と
い
う
こ
と

だ
が
、
そ
れ
は
い
つ
頃
で

き
る
の
か
。　

村
井
委
員

答　

工
事
発
注
担
当
者
の
規

程
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と

も
７
月
中
に
は
仕
上
げ
た

い
と
考
え
て
い
る
。

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

議
案
第
40
号

松
前
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

町
民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て

　
　
　
　
　
職
員
倫
理
条
例
制
定
！

（
全
会
一
致
で
可
決
）

総
　
　
務

産
業
建
設

総
　
　
務

産
業
建
設

文
教
厚
生

文
教
厚
生

　
職
員
の
法
令
遵
守
及
び
倫

理
の
保
持
に
関
し
て
、
必
要

な
措
置
を
講
じ
、
町
民
の
信

頼
を
確
保
す
る
た
め
、
新
た

に
制
定
す
る
も
の
。

要
旨

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
新
型

要
旨

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の

住
民
票
又
は
住
民
票
記
載

事
項
証
明
書
を
取
得
後
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
が

可
能
と
な
る
。

問　

通
知
カ
ー
ド
の
廃
止
は

な
ぜ
決
ま
っ
た
の
か
。

田
中
委
員

答　

記
載
事
項
の
変
更
手
続

き
が
住
民
及
び
職
員
の
負

担
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、
社
会
の
デ
ジ
タ
ル

化
を
進
め
る
観
点
か
ら
、

紙
製
の
カ
ー
ド
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ
の
移

行
を
早
期
に
促
す
た
め
で

あ
る
。

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
や
利

便
性
に
つ
い
て
の
考
え
と
、

今
後
ど
の
よ
う
に
普
及
啓
発

し
て
い
く
の
か
。

田
中
委
員

答　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

は
、
法
令
に
基
づ
き
厳
格

に
管
理
さ
れ
て
い
る
た

め
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

は
万
全
と
考
え
て
い
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
や
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
も
利

用
で
き
る
。
普
及
活
動
に

つ
い
て
は
、
今
後
検
証
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

意
見

　
条
例
制
定
後
は
、
職
員

の
服
務
規
律
の
順
守
及
び

倫
理
の
確
立
を
図
る
た
め

研
修
計
画
を
立
案
し
、
全

職
員
を
対
象
に
継
続
的
に

教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
研
修
後
は
所
感

を
提
出
し
て
も
ら
い
記
録

を
保
存
し
て
、
教
育
研
修

を
通
し
て
職
員
一
人
ひ
と

り
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

に
関
す
る
意
識
醸
成
と

浸
透
を
定
期
的
に
再
確
認

す
る
な
ど
、
適
切
に
フ
ォ

ロ
ー
し
て
ほ
し
い
。

田
中
議
員
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コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の

た
め
の
措
置
が
納
税
者
等

に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
を

図
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
。



問　

ど
う
し
て
中
川
原
が
松

前
町
名
義
に
し
て
い
た
の

か
、
歴
史
的
な
経
緯
は
。

岡
井
委
員

答　

昔
は
地
域
が
集
会
所
等

を
持
て
な
い
た
め
、
松
前

町
名
義
に
し
て
い
た
。
今

で
は
認
可
地
縁
団
体
に
な

っ
た
こ
と
で
地
域
の
名
義

に
し
て
管
理
運
営
が
行
え

る
。

問　

中
川
原
地
域
が
町
に
寄

附
採
納
し
て
い
る
た
め
元

に
戻
す
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
か
。
伊
賀
上
委
員

答　

地
域
か
ら
の
寄
附
の
場

合
は
議
決
は
い
ら
な
い
。

今
回
、
中
川
原
の
土
地
は

町
に
買
収
さ
れ
て
い
る
た

め
議
決
後
、
譲
与
が
必
要

で
あ
る
。

問　

認
可
地
縁
団
体
が
財
産

を
持
て
る
の
で
あ
れ
ば
、

処
分
や
管
理
も
地
域
に
な

る
の
か
。       

田
中
委
員

答　

処
分
は
な
い
と
思
う

が
、
管
理
運
営
等
は
認
可

地
縁
団
体
で
行
う
。
修
繕

等
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

整
備
事
業
の
補
助
も
活
用

可
能
。

問　

固
定
資
産
は
非
課
税
と

い
う
こ
と
だ
が
、
登
記
費

用
は
ど
う
な
る
の
か
。

住
田
委
員

問　

通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ

れ
た
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

入
り
の
住
民
票
を
取
得
す

る
場
合
、
代
理
人
で
も
取

得
す
る
こ
と
が
可
能
か
。

住
田
委
員

答　

住
民
票
が
同
一
世
帯
で

あ
れ
ば
、
代
理
人
で
も
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の
住
民

票
を
取
得
す
る
こ
と
が
可

能
。
た
だ
し
、
世
帯
又
は

住
所
が
別
で
あ
る
代
理
人

が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
で
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
入
り
の
住
民
票
は

本
人
の
住
所
地
へ
郵
送

す
る
。（

全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
42
号

松
前
町
家
庭
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
及
び
松
前
町
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
43
号

松
前
町
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
44
号

松
前
町
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

問　

介
護
保
険
の
被
保
険
者

は
何
人
い
る
の
か
、
軽
減

対
象
者
を
ど
の
く
ら
い
見

込
ん
で
い
る
の
か
。岡井

委
員

答　

４
月
末
現
在
の
被
保
険

者
数
は
９
４
３
１
人
で
あ

り
、
軽
減
対
象
者
は
そ
の
３

分
の
１
を
見
込
ん
で
い
る
。

問　

町
の
負
担
額
は
ど
の
く

ら
い
か
。　
　

  

岡
井
委
員

答　
924
万
２
千
円
で
あ
る
。

問　
基
準
額
の
見
直
し
が
あ
る

が
、
掛
率
は
か
わ
る
の
か
。

住
田
委
員

答　
当
面
こ
の
ま
ま
で
い
く
。

問　

軽
減
の
率
は
ど
の
よ
う

に
決
ま
る
の
か
。
田
中
委
員

答　

国
の
基
準
に
よ
っ
て
決

ま
る
。
た
だ
し
、
第
二
段

階
に
つ
い
て
は
、
町
独
自

に
国
の
基
準
に
比
べ
て

0.1
手
厚
く
し
て
い
る
。

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
61
号

財
産
の
譲
与
に
つ
い
て

問　

中
川
原
に
譲
与
す
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
は
。

藤
岡
委
員

答　

認
可
地
縁
団
体
の
中
川

原
か
ら
、
認
可
地
縁
団
体
で

土
地
を
所
有
し
運
営
管
理
し

た
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

問　

認
可
地
縁
団
体
と
は
ど

う
い
う
団
体
で
い
つ
で
き

た
の
か
。　
　

 

藤
岡
委
員

答　

中
川
原
区
が
平
成
６
年

認
可
。
川
口
組
が
平
成
７

年
認
可
。
徳
丸
区
が
平
成

10
年
認
可
。
神
崎
自
治
会

が
平
成
30
年
認
可
。
認
可

地
縁
団
体
と
は
、
公
共
的

な
共
同
活
動
を
す
る
団
体

で
、
法
人
格
を
も
ち
土

地
・
家
屋
を
所
有
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
の
一
部
改
正
す
る
省

令
及
び
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
施
設
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
政

令
の
施
行
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

　

松
前
町
が
所
有
し
て
い

る
中
川
原
公
民
館
の
土
地

を
譲
与
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
地
方
自
治
法
第
96
条

第
１
項
第
６
号
の
規
定
に

基
づ
き
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
。

要
旨

　

放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴

い
、
放
課
後
児
童
支
援
員

の
資
格
に
中
核
市
の
長
が

行
う
研
修
を
修
了
し
た
こ

と
を
加
え
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

　

介
護
保
険
法
施
行
令
及

び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担

金
の
算
定
等
に
関
す
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
に
よ
り
介
護
保
険
法
施

行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
低
所
得

者
に
係
る
介
護
保
険
料
の

軽
減
を
図
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

委員会ニュース

答　

登
録
免
許
税
は
地
域
負

担
と
な
り
、
26
万
円
相
当

に
な
る
。

問　

費
用
負
担
ま
で
し
て
認

可
地
縁
団
体
で
財
産
を
持

つ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

田
中
委
員

答　

地
域
で
財
産
を
自
由
に

で
き
る
こ
と
、
ま
た
ス
ピ
ー

デ
ィ
な
手
続
が
で
き
る
こ
と

が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

問　

ほ
か
の
地
縁
団
体
で
も

同
じ
よ
う
な
動
き
は
あ
る

の
か
。          

藤
岡
委
員

答　

神
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広

場
の
２
筆
も
認
可
地
縁
団
体

に
譲
与
予
定
。
南
黒
田
も
、

認
可
地
縁
団
体
設
立
に
む
け

役
員
会
を
開
き
、
今
年
中
に

認
可
し
、
集
会
所
建
設
を
予

定
し
て
い
る
。

（
全
員
一
致
で
可
決
）

意
見

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
普
及
さ
せ
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
カ
ー

ド
の
利
点
、
ま
た
持
つ

こ
と
の
注
意
点
な
ど
、

わ
か
り
や
く
す
解
説
し

た
も
の
を
広
報
等
で
周

知
し
て
ほ
し
い
。

 

田
中
委
員

7 松前町議会だより No.106

中川原公民館



報告事項、追加議案ほか

◎
報
告
第
４
号　
令
和
元
年

度
松
前
町
一
般
会
計
繰
越
明

許
費
繰
越
計
算
書

繰
越
額　
一
般
会
計

７
億
７
８
４
４
万
円

◎
報
告
第
５
号　
令
和
元
年

度
松
前
町
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越

計
算
書　

繰
越
額　
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計　

２
億
１
９
４
万
円

◎
報
告
第
６
号　
令
和
元
年

度
松
前
町
水
道
事
業
会
計
予

算
繰
越
計
算
書

繰
越
額　
水
道
事
業
会
計　

３
８
１
０
万
円

◎
報
告
第
７
号　
令
和
元
事

業
年
度
松
前
町
土
地
開
発
公

社
収
支
決
算

決
算
額

〈
収
益
的
収
入
及
び
支
出
〉

収
入　
　
　
６
０
６
０
円

支
出　
３
万
３
０
９
０
円

　

令
和
２
年
４
月
１
日
に
地

方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
る

施
行
に
伴
う
条
例
改
正
に
よ

り
専
決
処
分
し
た
も
の

◎
議
案
第
30
号
（
専
決
第
４

号
）
松
前
町
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

・
個
人
町
民
税　

ひ
と
り
親

控
除
の
追
加
及
び
そ
れ
に

伴
う
改
正

・
法
人
町
民
税　

連
結
納
税

制
度
の
見
直
し
に
伴
う
改

正
・
固
定
資
産
税　

所
有
者
不

明
土
地
等
に
係
る
使
用
者

を
所
有
者
と
み
な
す
制
度

の
拡
大

・
地
方
た
ば
こ
税　

軽
量
な

葉
巻
た
ば
こ
の
課
税
方
式

の
見
直
し

（
全
会
一
致
で
承
認
）

◎
議
案
第
31
号
（
専
決
第
５

号
）
令
和
２
年
度
以
後
の
年

度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に

つ
い
て

①
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

基
礎
課
税
額61

万
円
↓
63
万
円

介
護
納
付
金
課
税
額

16
万
円
↓
17
万
円

②
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

の
対
象
と
な
る
所
得
の
５

割
軽
減
及
び
２
割
軽
減
の

見
直
し

★
以
上
、
２
つ
の
専
決
事
項

（
全
会
一
致
で
承
認
）

◎
議
選
第
１
号
及
び
２
号　

早
瀬
議
員
の
辞
職
に
伴
う
補

欠
選
任
及
び
指
名
選
挙

・
田
中
周
作
議
員
を
議
会
広

報
常
任
委
員
に
選
任

・
稲
田
輝
宏
議
員
を
伊
予
地

区
ご
み
処
理
施
設
管
理
組

合
議
会
議
員
に
指
名

　
７
月
９
日
、
伊
予
地
区
ご

み
処
理
施
設
管
理
組
合
臨
時

議
会
が
開
催
さ
れ
、
清
掃
セ
ン

タ
ー
焼
却
設
備
等
補
修
工
事

請
負
契
約
３
億
３
千
万
円
が

議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
会
初
日
に
上
程
さ
れ
た

議
案
第
45
号
と
46
号
に
つ
い

て
次
の
理
由
に
よ
り
撤
回
し

た
い
旨
が
あ
り
会
議
規
則
に

よ
り
そ
の
請
求
を
認
め
た
。

理
由
：
松
前
町
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
及
び
松
前
総
合
文
化

セ
ン
タ
ー
の
省
エ
ネ
改
修
工

事
請
負
契
約
の
締
結
の
２
議

案
の
着
工
期
日
に
つ
い
て

記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た

た
め
（
工
事
の
着
手
日
を

議
決
の
あ
っ
た
日
と
し
て
い

た
が
、
９
日
の
段
階
で
は
交

付
金
の
決
定
許
可
が
下
り
て

い
な
か
っ
た
の
で
改
め
て
追

加
議
案
と
し
て
上
程
）

◎
議
案
第
67
号　
松
前
町
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
省
エ
ネ
改

修
工
事
請
負
締
結
に
つ
い
て

◎
議
案
第
68
号　
松
前
総
合

文
化
セ
ン
タ
ー
省
エ
ネ
改
修

工
事
請
負
締
結
に
つ
い
て

（
全
会
一
致
で
可
決
）

◎
議
案
第
47
号
〜
60
号

○
濱
田　
淳
司
（
南
黒
田
）

○
鳥
越　
英
子
（
浜
）

○
渡
部　
禎
純
（
徳
丸
）

○
本
田　
啓
三
（
中
川
原
）

○
秋
山　
和
恵
（
出
作
）

○
池
内　
直
人
（
鶴
吉
）

○
久
津
那　
良
一
（
鶴
吉
）

○
篠
﨑　
保
（
横
田
）

○
渡
部　
幸
俊
（
永
田
）

○
伊
賀
上　
典
久
（
大
間
）

○
大
政　
浩
史
（
恵
久
美
）

○　
安　
　
男
（
昌
農
内
）

○
戎
森　
基
晴
（
北
川
原
）

○
喜
安　
眞
造
（
北
川
原
）

全
14
名
全
員
の
任
命
に
同

意
し
た
。

○
渡
部
氏
に
つ
い
て
は
、

最
終
日
に
再
議
さ
れ
同
意

し
た
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コ
ロ
ナ
関
係
以
外
の

専
決
事
項

コ
ロ
ナ
関
係
以
外
の

専
決
事
項

農
業
委
員
会
の

委
員
の
任
命

農
業
委
員
会
の

委
員
の
任
命

そ
の
他

そ
の
他

組
合
議
会
よ
り

組
合
議
会
よ
り

54555657

58

47484950515253

596049

○国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の引上げ
〈5割軽減〉
（現　行）軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋
         　 28万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

（改正後）軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋
          　28.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

↓

〈2割軽減〉
（現　行）軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋
         　 51万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

（改正後）軽減基準額＝基礎控除額（33万円）＋
         　 52万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

↓



いっぱん質問・目次 ほか
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いっぱん質問
6議員が登壇

藤岡　　緑　　　議員（10ページ）
◆コロナ禍での防災、避難全般への考えは
◆コロナ禍での学校教育への対策は
◆新型コロナウィルス感染拡大防止への対策は
◆新型コロナウィルスでの補助金の処理は
◆シトラスリボン運動について

影岡　俊範　　　議員（11ページ）
◆新型コロナウィルス感染症対応での
　「地方創生臨時交付金」の活用は　　　
◆新型コロナウィルスでの避難所の対策は

住田　英次　　　議員（12ページ）
◆新型コロナウィルスの町財政への影響は
◆町内事業者への町独自の追加支援策は
◆避難所の３密への対策は

西村　元一　　　議員（15ページ）
◆松前中学校建替え入札中止は説明不足では  
◆旧松前地区の活性化の取組みは
◆旧松前市街地の避難道路の政策は
◆松前港湾内の汚水流入への対策は

渡部　惠美　　　議員（13ページ）
◆コロナ禍での避難訓練は
◆介護予防事業での通いの場の効果は

曽我部秀司　　　議員（14ページ）
◆新型コロナウィルスでの学校臨時休業の
　判断基準と規模は　　　　　
◆オンライン授業への考えは

◆赤字項目は、本文で紹介しています。

耳より
情報

●毎回、広報読者モニターに
お答え頂いています

アンケート内容

アンケート集計
2019．８月号～2020．５月号

①興味を持った記事
②「議会だより」の印象
③「かなり良い」「おおむね良い」点
④「あまり良くない」「良くない」点
⑤表紙

①予算決算関係、委員会ニュース、
一般質問、議会報告会＆意見交換会
②「おおむね良い」という回答多数
③・以前と比べ、記事が充実してきた。
　・鮮やかな色づかいで、写真や図、   
　イラストを使い、分かりやすい。
　・議員が話し合い、より良い町を目
　指していることがよく分かる。
④・文字が多く、読む気にならない。
　・図表が小さくて、分からないと
 きがある。
⑤・子どもたちの楽しそうな様子、   
　笑顔がよい。
　・「議会だより」なので、議会に関係
　ある表紙がよい。

※多くのご意見ありがとうございます。
　これらを参考により良き（信頼される）議会
　広報を目指していきます。
















